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（表）
特定事業変更許可申請書
　　年　　月　　日
阿久比町長殿
申請者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　年　　月　　日付け　　阿指令環第　　号で許可を受けた事項について変更したいので、阿久比町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第１５条第３項の規定により、関係書類及び図面を添えて次のとおり申請します。
	
	変　　　更　　　後
	変　　　更　　　前

	変更した事項の内容
	
	

	変更の理由
	





（裏）
	添

付

書

類
	　次に掲げる書類のうち添付してある書類について、○印を付すること。

１　特定事業場の位置図
２　特定事業場の平面図及び断面図（特定事業の施工の前後の構造が確認できるものに限り、一時たい積特定事業の場合にあっては、土砂等のたい積が最大となった場合のたい積の構造が確認できるものに限る。）
３　特定事業場の土地の公図の写し
４　一時たい積特定事業で表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造の場合にあっては、その構造図
５　土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書面
６　擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図
７　鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
８　特定事業の施工の方法及び工程、施工に係る組織その他町長が指示する事項を記載した特定事業施工計画書
９　特定事業が別表第４に掲げる行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当することを証する書面
10　特定事業区域内土地使用同意書（一時たい積特定事業の場合にあっては、特定事業（一時たい積特定事業）区域内土地使用同意書）及び特定事業区域内施工同意書
11　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




様式第８（第１０条関係）
特定事業軽微変更届
　　年　　月　　日
阿久比町長殿
届出者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　年　　月　　日付け　　阿指令環第　　号で許可を受けた事項について、軽微な変更をしたので、阿久比町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第１５条第８項の規定により、次のとおり届け出ます。

軽微な変更の内容
	
	変　　　更　　　後
	変　　　更　　　前

	住所（所在地）
	
	

	氏名（名称）
	
	

	法人の代表者
	
	

	現場責任者の氏名及び職名
	
	

	特定事業に使用される土砂等の量（一時たい積特定事業の場合は搬入、搬出の予定量）
	
	

	特定事業に使用される土砂等の搬入計画
	
	

	特定事業に使用される土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置として設けた施設の構造
	
	

	変更の理由
	


注　１　住所又は氏名の変更の場合にあっては住民票又は戸籍抄本を、法人の所在地、名称又は代表者の変更の場合にあっては登記事項証明書を添付すること。
　　２　土地所有者への通知書及び許可書の写し並びに位置図を添付すること。
　　３　その他町長が必要とする書類又は図面を添付すること。

様式第９（第１０条関係）
特定事業軽微変更通知書
　　年　　月　　日
土地所有者
様
事業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　年　　月　　日付け　　阿指令環第　　号で許可を受けた事項について、軽微な変更をしたので、阿久比町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第１５条第８項の規定により、次のとおり通知します。

	
	変　　　更　　　後
	変　　　更　　　前

	住所（所在地）
	
	

	氏名（名称）
	
	

	法人の代表者
	
	

	現場責任者の氏名及び職名
	
	

	特定事業に使用される土砂等の量（一時たい積特定事業の場合は搬入、搬出の予定量）
	
	

	特定事業に使用される土砂等の搬入計画
	
	

	特定事業に使用される土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置として設けた施設の構造
	
	

	変更の理由
	


 




